
（１）基準点数表

番号 事由 細目 適用 点数

1 就労
内職以外 会社員・公務員・パートタイマー・自営業・農業等 10 

内職 内職 5 

2 就学・技能取得 8 

3 出産 母親の出産 10 

4 疾病・障害

入院及び居宅外療養 10 

居宅内療養

常時臥床 10 

精神性または感染性の疾病 長期安静加療を要する者 10 

一般療養 6 

身体障害・知的障害

10 

7 

5 

精神障害

10 

8 

6 

5 介護

居宅外介護 9 

居宅内介護 6 

6 災害復旧 家庭の災害 10 

7 求職活動 就労予定 勤務内定者 5 

8 虐待・ＤＶ
児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められる場合 10 

配偶者からの暴力により児童の保育を行うことが困難であると認められる場合 10 

9 その他 市長が特に保育が必要な状態であると認める場合 ※

複数の保護者の基準点数が異なる場合は、低い方の基準点数を適用する。

「※」については、当該児童・世帯の状況に応じて別途判断する。

児童クラブ入所選考基準[入所優先順位に関する基準]　　　　

学校教育法に定める学校、職業訓練
施設におけるものに限る

出産予定日の8週前にあたる日が属す
る月の初日から、出産日から起算して
8週間を経過する日の翌日が属する月
の末日まで

おおむね1箇月以上

おおむね1箇月以上

おおむね1箇月以上加療を要する者

1級・2級　　A、Aの1、Aの2

身体障害者手帳、療育手帳、精神障
害者保健福祉手帳又は医師が同程度
と認めた者

3級　　Bの1

4級　　Bの2

1級

2級

3級

常時居宅外での看護・付添い、入院の
看護・付添いにあたっている者

同居の家族の長期居宅療養者の介護
にあたっている者

天災等で被害を受け復旧にあたる場
合

備考
　　

保育が必要な時間は、授業日（午後2時～午後6時）、休業日（午前8時～午後6時）とする。



（２）調整点数表

調整項目 点数

ひとり親家庭 +3

+3

虐待やＤＶのおそれがあるなど社会的養護が必要な場合 +5

+5

児童の学年

１年生 +2

２年生 +1

３年生 0

４年生 -5

５年生 -6

６年生 -7

就労（日曜日を除く）

週５日以上 0

週４日 -1

週３日 -2

週２日以下 -5

組織による勤務規定
あり 0

なし -1

就労場所
自宅外 +1

自宅内 -2

３時間以上 0

３時間未満 -1

２時間未満 -2

１時間未満 -5

土曜日の午前８時から午後６時において両親ともに就労時間が３時間以上 +1

同居の親族（２０歳以上６５歳未満）が児童の保育にあたれる場合 -5

（３）利用調整点数が同点の場合の優先順位

調整要件

1 児童クラブ保育料の納付状況

2 同居者なしのひとり親家庭

3 生活保護世帯

4 学年の低い児童

5 兄弟姉妹が同時に申込みをした児童

6 複数の保護者の基準点数を加算し、算出された点数の高い児童

7

8 入所期間の長い児童

9 その他

生活保護法による被保護世帯又はこれに準ずる世帯（就労による自立支援
につながる場合等）

子どもが障害を有する場合（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健
福祉手帳又は医師が同程度と認めた者）

保育が必要な時間
　授業日　午後２時～午後６時
　休業日　午前８時～午後６時

※長期休暇の申請に関してはそれぞれ基準
時間を２倍にして計算する。

優先
順位

1ヶ月あたりの保育を必要とする総時間が長い児童

備考　（１）の表の基準点数に（２）の表の調整点数を加算した点数が高い人から入所決定し、点数が同位の場合においては
、（３）の表を適用し入所決定する。
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